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令和７年第１１回瑞穂市教育委員会定例会会議録 

令和７年１１月２６日（水）午前１０時１４分開議 

議 事 日 程 

開会及び開議の宣告 

日程第１ 令和７年第１０回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認について 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

日程第３ 承認第13号 瑞穂市教育委員会事務局の職員の任免についての専決処分につい

て 

日程第４ 議案第41号 瑞穂市保育所入所指導委員会委員の委嘱について 

日程第５ 議案第42号 穂積北中学校グラウンド投光器取替修繕工事の計画について 

日程第６ 意 見 聴 取 令和７年度瑞穂市一般会計補正予算（第５号）について 

日程第７ 意 見 聴 取 瑞穂市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 

日程第８ 意 見 聴 取 瑞穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第９ 意 見 聴 取 瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

追加日程第１ 意 見 聴 取 瑞穂市中山道大月多目的広場、瑞穂市西部複合センター及び

瑞穂市巣南グラウンドの指定管理者の指定について 

日程第10 教育長の報告 

日程第11 そ の 他 事務局長 

教育総務課長 

給食センター課長 

学校教育課長 

幼児教育課長 

生涯学習課長 

閉会の宣告 

 

〇本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 
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〇本日の会議に出席した委員 

  服 部   照 

大 平 髙 司 

  伊 藤 清 美 

  小 倉 真 治 

  曽我部 樹 里 

〇本日の会議に欠席した委員 

  なし 

〇本日の会議に説明のため出席した者の職・氏名 

事務局長          磯 部 基 宏 

教育総務課長        今 木 浩 靖 

給食センター課長      松 野 光 広 

  学校教育課長        川 田 英 樹 

  学校教育課総括主幹     片 山 達 人 

学校教育課主幹       佐 藤 文 行 

  幼児教育課長        野 口 智 子 

  幼児教育課主幹       安 藤   浩 

  生涯学習課長        廣 瀬 正 人 

  生涯学習課主幹       近 藤 晃 正 

〇本日の会議に職務のため出席した者の職・氏名 

  教育総務課主幹       島 田 将 志 

〇傍聴者 

  なし 
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開会 午前１０時１４分 

開会及び開議の宣告 

〇教育長 ただ今より、令和７年第１１回瑞穂市教育委員会定例会を開会します。 

                                         

日程第１ 令和７年第１０回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認について 

〇教育長 日程第１ 令和７年第１０回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認についてで

す。 

委員の皆様には事前にご確認いただいていると思いますが、異議等はありますでしょ

うか。 

ないようですので、日程第１ 令和７年第１０回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承

認について、承認することとします。 

                                         

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

〇教育長 日程第２ 会議録署名委員の指名についてです。 

今回は、小倉委員よろしくお願いします。 

                                         

日程第３ 承認第１３号 瑞穂市教育委員会事務局の職員の任免についての専決処

分について 

〇教育長 日程第３ 承認第１３号 瑞穂市教育委員会事務局の職員の任免についての専

決処分について、を議題とします。 

事務局より説明を求めます。 

〇教育総務課長 日程第３ 承認第１３号について、瑞穂市教育委員会事務委任規則第３

条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告し、承認

を求めるものです。提案理由は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第

３号の規定によるものです。 

２名とも育児休業からの復職となります。 

〇教育長 質問等はございますか。 

ないようですので、日程第３ 承認第１３号 瑞穂市教育委員会事務局の職員の任免

についての専決処分について、承認することとします。 
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日程第４ 議案第４１号 瑞穂市保育所入所指導委員会委員の委嘱について 

〇教育長 日程第４ 議案第４１号 瑞穂市保育所入所指導委員会委員の委嘱について、

を議題とします。 

事務局より説明を求めます。 

〇幼児教育課長 日程第４ 議案第４１号について、瑞穂市教育委員会事務委任規則第１

条第１１号の規定により、瑞穂市教育委員会の議決を求めるものです。提案理由は、瑞

穂市保育所入所指導委員会規則第３条第１項の規定により、別紙の者を瑞穂市保育所入

所指導委員会委員に委嘱するものです。 

任期は１年で、前回と同じ９名に委嘱します。保育所入所にあたり障害や医療的ケア

が必要な子どもについて指導をいただくものです。 

〇教育長 質問等はございますか。 

ないようですので、日程第４ 議案第４１号 瑞穂市保育所入所指導委員会委員の委

嘱について、可決することとします。 

                                         

日程第５ 議案第４２号 穂積北中学校グラウンド投光器取替修繕工事の計画につ

いて 

〇教育長 日程第５ 議案第４２号 穂積北中学校グラウンド投光器取替修繕工事の計画

について、を議題とします。 

事務局より説明を求めます。 

〇生涯学習課長 日程第５ 議案第４２号について、瑞穂市教育委員会事務委任規則第１

条第９号の規定により、瑞穂市教育委員会の議決を求めるものです。提案理由は、学校

体育施設の改修を実施することで、市民の自主的な社会教育活動、スポーツ活動、地域

活動等の推進を図るものです。 

既設の投光器６基６０台を、ＬＥＤ投光器６基４８台に取り替えます。 

〇教育長 質問等はございますか。 

〇大平委員 年間でどれくらい電気代が節約できますか。 

〇生涯学習課長 半分以下になるのではないかと考えております。 

〇伊藤委員 今回の修繕工事は、施設の老朽化によるものですか。また、他の施設も順次

ＬＥＤ化を進めるのですか。 

〇生涯学習課長 老朽化によるものです。現在夜間開放しておりますが、球切れもあり、
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野球などができないほど照度が落ちていますので、ＬＥＤ化により本来の機能に戻す予

定です。また、市内にはＬＥＤ化が進んでいない施設が相当ありますので、老朽化が著

しいところから順次取り替えていきたいと考えております。 

〇教育長 その他、質問等はございますか。 

ないようですので、日程第５ 議案第４２号 穂積北中学校グラウンド投光器取替修

繕工事の計画について、可決することとします。 

                                         

日程第６ 意見聴取 令和７年度瑞穂市一般会計補正予算（第５号）について 

〇教育長 日程第６ 意見聴取 令和７年度瑞穂市一般会計補正予算（第５号）について、

を議題とします。 

事務局より説明を求めます。 

〇教育総務課長 日程第６ 意見聴取について、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２９条の規定により、瑞穂市教育委員会の意見を求めるものです。提案理由は、令

和７年第４回瑞穂市議会定例会への議案提出につき、瑞穂市教育委員会の意見を求める

ものです。 

 ＜資料により説明＞ 

〇教育長 質問等はございますか。 

〇大平委員 電子黒板の購入費が小学校で４台分、中学校で２台分ありますが、故障によ

り交換するものか、定期的に更新しているものか教えてください。 

〇教育総務課長 来年度のクラス数の増加に伴い必要台数分を購入するものです。 

〇大平委員 席によっては電子黒板の画面が反射して見えづらいということがありますが、

対応は難しいでしょうか。 

〇教育総務課長 ある程度は仕方のないことかと思いますので、カーテンを閉めるなどの

工夫をしていただけたらと考えております。 

〇伊藤委員 保育士と看護師の派遣事業の債務負担行為が計上されていますが、来年度も

現在の体制と同じように派遣が必要になってくるのでしょうか。保育士の確保が難しい

ということは承知していますが、保育所で勤務する看護師の確保も難しいのでしょうか。 

〇幼児教育課長 現在、保育士は１７名、看護師は１名を派遣で確保していますが、来年

度も同じ体制を考えております。現在、別府保育所において医療的ケアが必要な子ども

を２名受け入れており、会計年度任用職員３名と派遣１名の看護師４名で何とか対応し
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ています。来年度、もう１名入所の相談がありますので、同じ体制の確保はもちろんで

すが、現在週３日勤務の看護師が毎日勤務していただけるような体制を確保できないか

検討しております。 

〇教育長 その他、質問等はございますか。 

ないようですので、日程第６ 意見聴取 令和７年度瑞穂市一般会計補正予算（第５

号）について、承認することとします。 

                                         

日程第７ 意見聴取 瑞穂市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について 

〇教育長 日程第７ 意見聴取 瑞穂市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について、を議題とします。 

事務局より説明を求めます。 

〇幼児教育課長 日程第７ 意見聴取について、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２９条の規定により、瑞穂市教育委員会の意見を求めるものです。提案理由は、令

和７年第４回瑞穂市議会定例会への議案提出につき、瑞穂市教育委員会の意見を求める

ものです。 

  いわゆるこども誰でも通園制度のことで、子ども・子育て支援法に基づき実施する新

たな給付制度です。 

 ＜資料により説明＞ 

〇教育長 質問等はございますか。 

〇伊藤委員 課題が多くあるということを聞いていますが、この制度にしても一時預かり

にしても、子どもを一定時間預かってもらえる施設が増えるということは大変よいこと

だと思いますし、私立の施設がこの制度の実施に関わっていただけるということもよい

ことではないかと思います。そこでお聞きしますが、この制度は一時預かりとの併用は

できますか。また、月１０時間まで利用可能とのことですが、１日の中での利用時間は

決められていますか。 

〇幼児教育課長 一時預かりは、１日の利用時間が４時間未満または４時間以上、給食も

提供しており、公立では別府保育所の東館で実施しています。こども誰でも通園制度に

ついては、利用時間の設定や給食提供の有無は各事業所で決められますので、公立につ

いては現在調整中ですが、気軽にご利用いただけるよう、利用時間は午前２時間、午後
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２時間の短い時間設定で、給食については提供しない方向で考えております。長時間の

利用や給食を希望される方には一時時預かりをご利用いただくことで、こども誰でも通

園制度との棲み分けを進めていきたいと考えております。 

〇教育長 その他、質問等はございますか。 

ないようですので、日程第７ 意見聴取 瑞穂市乳児等通園支援事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定について、承認することとします。 

                                         

日程第８ 意見聴取 瑞穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

〇教育長 日程第８ 意見聴取 瑞穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、を議題とします。 

事務局より説明を求めます。 

〇幼児教育課長 日程第８ 意見聴取について、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２９条の規定により、瑞穂市教育委員会の意見を求めるものです。提案理由は、令

和７年第４回瑞穂市議会定例会への議案提出につき、瑞穂市教育委員会の意見を求める

ものです。 

  幼保連携型認定こども園、幼稚園においても虐待に関する通報等が義務付けられたこ

とに伴い、必要な法規定の適用条名を加えるものです。 

〇教育長 質問等はございますか。 

〇伊藤委員 現場の職員一人ひとりがこの改正の内容をよく理解し、確実に運用できるよ

うな体制をつくっていただきたいと思います。 

〇教育長 その他、質問等はございますか。 

ないようですので、日程第８ 意見聴取 瑞穂市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、承認するこ

ととします。 

                                         

日程第９ 意見聴取 瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

〇教育長 日程第９ 意見聴取 瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について、を議題とします。 
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事務局より説明を求めます。 

〇幼児教育課長 日程第９ 意見聴取について、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２９条の規定により、瑞穂市教育委員会の意見を求めるものです。提案理由は、令

和７年第４回瑞穂市議会定例会への議案提出につき、瑞穂市教育委員会の意見を求める

ものです。 

  母子保健法に基づく乳幼児の健康診断を受けている方は、保育所等の入所の際の健康

診断をそれに換えることができるよう国の基準が改正されたことに伴い、関係規定を改

正するものです。 

〇教育長 質問等はございますか。 

ないようですので、日程第９ 意見聴取 瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、承認することとします。 

                                         

追加日程第１ 意見聴取 瑞穂市中山道大月多目的広場、瑞穂市西部複合センター

及び瑞穂市巣南グラウンドの指定管理者の指定について 

〇事務局長 意見聴取を１件追加させていただきたいと思います。瑞穂市中山道大月多目

的広場、瑞穂市西部複合センター及び瑞穂市巣南グラウンドの指定管理者の指定につい

て、です。令和７年第４回瑞穂市議会定例会への議案提出につき、瑞穂市教育委員会の

意見を求めるものです。 

１１月５日に指定管理者の選考結果について指定管理者選定委員会より答申をいただ

いております。指定候補者は株式会社技研サービスとなりましたが、６名の委員の最終

的な総合評価は、可が５名、否が１名となり、図書館の運営に懸念があるとして附帯意見

のある答申となりました。 

〇教育長 質問等はございますか。 

〇伊藤委員 図書館については本館と分館がありますが、どのように運営していくのか、

また、例えば巣南グラウンドの貸し出し業務は市と指定管理者のどちらが行うのかとい

った、今後の運営上の市と指定管理者との関係について教えてください。 

〇生涯学習課長 まず図書館の業務についてですが、選書については引き続き市で行いま

す。これまで分館で行っている事業等については、引き続き実施していただきますが、

さらなるレベルアップを図っていただきたいと考えております。答申の附帯意見にもあ

るように、市や関係団体と定期的に意見交換しながら運営していただく予定です。また、
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巣南グラウンドの貸し出し業務については、夜間開放している問題もあり、現在具体的

には決まっていません。 

正式な協議については１２月議会での議決後となりますので、市民の不利益とならな

いよう進めていきたいと考えております。 

〇伊藤委員 図書館分館は、これまでとは違う職員が勤務することになりますか。 

〇生涯学習課長 具体的には決まっていませんが、指定管理者が雇用主となりますので、

現在分館で勤務している職員への意向調査を基に、引き続き雇用していただけないかと

考えております。 

〇伊藤委員 少なくともいまのサービスが低下することのないよう運営していただけたら

と思います。 

〇教育長 その他、質問等はございますか。 

ないようですので、追加日程第１ 意見聴取 瑞穂市中山道大月多目的広場、瑞穂市

西部複合センター及び瑞穂市巣南グラウンドの指定管理者の指定について、承認するこ

ととします。 

                                         

日程第１０ 教育長の報告 

〇教育長 日程第１０ 教育長の報告です。 

  先ほどの総合教育会議の中でも市長から話がありましたが、子どもたちに活動の場、

体験の場、発表の場を提供することが、教育委員会としては大事なことだと思っていま

す。スポーツ等の全国大会へ出場する児童生徒への激励金の交付や１１月１６日に行わ

れた瑞穂市駅伝大会の小学生の部で精一杯走る子どもたちの姿、また、岐阜県中学生学

校給食選手権での穂積北中学校の生徒の活躍、合唱祭で一つの目標に向かって取り組む

生徒の姿など、子どもたちのいろいろな姿を見る機会を通して、そのことを改めて実感

しているところです。 

                                         

日程第１１ その他 

〇教育長 日程第１１ その他です。 

  事務局長。 

〇事務局長 市議会１２月定例会の日程についてご案内します。１１月２７日に開会、１

２月５日総括質疑、９日文教厚生委員会、１５、１６日一般質問、１９日が最終日とな
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ります。 

〇教育長 教育総務課長。 

〇教育総務課長 今回もお手元に第３次瑞穂市教育振興基本計画案をお配りしていますが、

先月の定例会でお示ししたものから一部修正を加えております。その詳細については教

育長から説明をお願いしたいと思います。 

〇教育長 計画案の３、４ページについては、教育大綱に合わせて修正されるということ

をご承知おきください。 

＜５ページ以降の修正内容について資料により説明＞ 

 今後の予定について、教育総務課長から説明をお願いします。 

〇教育総務課長 次回１２月の教育委員会定例会において、ほぼ完成させた計画案をお示

ししたいと考えております。その後、１月にパブリックコメントを実施して市民の皆様

からご意見をいただき、必要に応じて修正を加えたうえで、予定では２月の教育委員会

定例会において議案として委員の皆様にお諮りしたいと考えております。 

本日お配りした計画案に対するご意見等がございましたら、１２月５日までにいただ

きたいと思います。 

〇教育長 給食センター課長。 

〇給食センター課長 特にございません。 

〇教育長 学校教育課長。 

〇学校教育課長 １点目は、公表会・研究発表会についてです。委員の皆様にはご参観い

ただきましてありがとうございました。児童生徒が中心となった主体的な授業が多くあ

ったという印象を受けております。今年度の特徴として、各学校の特色がよく出ていた

と思います。また、学校を挙げて取り組むことで若手の教師がよく育っているなと感じ

ました。課題としては、子どもたちの理解度の見届けが不十分だった授業がありました

ので、校長会等で周知していきたいと思います。 

２点目は、学級閉鎖についてです。本日までに合計３４の学級が閉鎖になっておりま

す。昨日、学校宛てに注意喚起の文書を出して、児童生徒はもちろん、教職員や家庭へも

啓発を行うよう周知しました。 

３点目は、小規模特認校についてです。今年度の説明会には８家族が参加されました

が、最終的に２名が入学を決められました。 

〇教育長 公表会・研究発表会についてですが、教育委員会としては、教育の質を高める
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には教師の指導力の向上が何よりも大事だということで、毎年この時期に全ての学校で

実施しています。この機会を通じて、特に若手の教師が少しでも力をつけてくれればと

いう願いを持っています。 

では、幼児教育課長。 

〇幼児教育課長 令和８年度の放課後児童クラブの申込受付が昨日より始まっております。

多くの申込が予想されますが、指導員の確保に努め、より多くの児童を受け入れできる

よう進めていきたいと思います。 

〇教育長 生涯学習課長。 

〇生涯学習課長 ２点お知らせです。１点目は、１２月１２日から１４日まで第２３回瑞

穂市美術展を市民センターで開催します。委員の皆様にもぜひご鑑賞いただければと思

います。２点目は、１月１７日から２月８日まで「みずほ演劇祭２０２６」をココロか

さなるＣＣＮセンターで開催しますので、こちらもぜひご鑑賞いただければと思います。 

〇教育長 それでは次回以降の予定について確認させていただきます。 

第１２回定例会は、１２月２３日（火）午後１時３０分から、３－２会議室で開催しま

す。 

令和８年第１回定例会は、１月２２日（木）午前９時３０分から、同じく３－２会議室

で開催しますのでよろしくお願いします。 

                                         

   閉会の宣言 

〇教育長 これをもちまして、令和７年第１１回瑞穂市教育委員会定例会を閉じさせてい

ただきます。ありがとうございました。 

 

閉会 午前１１時３７分 

  




